
平成 30年 1月 

ご面会についてのお願い 

当院では、ご面会の際、面会申込み票を記載していただくことになりました。 

つきましては、みなさまにお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

＜ご面会の手続き＞ 

1. 下記の面会申込票が、1階受付、3階公衆電話横のカウンター、 
4階公衆電話横のカウンターに設置されております。 

 

2. 記載しましたら、面会申込票をナースステーションに出し、 
面会証の配布後、ご面会していただきます。 

3. ご面会終了後、面会証をナースステーションに返却してください。 

 面会時間は午前 11時～12時、午後 3時から 8時まで 

とさせていただきます。 

なお、下記の場合は面会時間外でもご面会できます。 

 

 ご容態が思わしくない患者様のご家族 

 入退院の送迎をされるご家族 

 病状説明予定のあるご家族 

 病状により医師の許可があるご家族 

 介護調査、施設の事前調査でいらした方 

 事情により面会が必要と病院が判断した場合 

 

 発熱や風邪症状（咳、鼻水）、下痢・おう吐などの症状がある方の面会は 

ご遠慮してください。 

 ご面会の際は、必ずマスクを装着し、手指消毒をお願いいたします。 

 

JCHO秋田病院 

3階、4階公衆電話横カウンター 


